
１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（平成２１年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

　上記「事業概要」を踏まえると、区長ﾏﾆﾌｪｽﾄは有償頒布するようなもので
はない。

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　平成21年度当初まで行っていた「区政方針」をﾍﾞｰｽに、ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ、
区民への周知効果の向上及び検証方法の充実を図った結果を踏まえて、
昨年度より「区長ﾏﾆﾌｪｽﾄ」を策定している。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
　区のまちづくり事業及び区内で行われるさいたま市の各種事業の情報を集約して紹介できる本事業は、区民への情報発信の観点
からも大変重要である。今後も、区民ｱﾝｹｰﾄ評価や外部評価を基に、作成業務の手順や効果を検証していく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　ﾏﾆﾌｪｽﾄを作成・公表し、年度末に市民ｱﾝｹｰﾄで評価を受けても、その時
点で既に当年度の運営方針を踏まえて要求した翌年度予算が執行され始
めていることから、「評価」が翌年度作成分のﾏﾆﾌｪｽﾄには反映されない。

左記として判断した根拠

　マニフェスト、アンケート及び評価書の作成に係るレイアウト構成及び印刷
製本については、民間委託している。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　区長が、仕事への取組姿勢やまちづくりなどの区政運営の考え方と、それを実現する事業並びに区民ｱﾝｹｰﾄ及び外部評価によ
る検証・評価を区民に向けて公表することで、『区政運営の考え方』⇒『実現事業に執行』⇒『検証・評価』⇒『見直し検討・区政運営
への反映』のｻｲｸﾙ（PDCA）を実践し、区民にとって身近な存在である区役所の周知と区の独自事業の充実を図る。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

区まちづくり推進事業

０４８－７１２－１１２０責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 03806001 － 001
区長ﾏﾆﾌｪｽﾄ作成業務

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

　納税者である市民に対し、区における税金の使われ方などをわかりやすく
教示することのできるﾂｰﾙとなるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　現市長がﾏﾆﾌｪｽﾄのひとつとして掲げた「行政改革」の一環であり、その職
務命令を受けて職員が職務として業務に携わっている。職務遂行に対する
報酬（給与）は、当然支払われるべきである。

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　「事業概要」記載のとおり、区長が区政運営の考え方と、それを実現する
事業並びに区民ｱﾝｹｰﾄ及び外部評価による検証・評価を区民に向けて公
表する事業であるため、国や県、民間で実施するものではない。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東地方の政令指定都市では、横浜市で「各区運営方針」を毎年策定して
いる。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

　当会が主催した防災講演会の参加者アンケートでは、「内容が地域の特
性を考慮したもので大変参考になった。」などとして、今後も引き続いての開
催を希望する回答が多く得られた。

左記として判断した根拠

　事務改善

　関東政令市においては、市で自主防災組織結成を呼びかけてはいるもの
の、区単位での協議会活動は無い。本市においても平成17年3月に緑区が
市で初めて区単位の連絡会を設立しており、先進的である。

　緑区自主防災組織連絡会が、区主催事業である区防災訓練及び避難場所夜間運営訓練への協力並びに区民・区内の自治会・
自主防災組織を対象とした防災講演会を実施することにより、地域防災体制の強化を推進して自主防災組織相互の情報交換を図
るとともに、防災知識の習得及び地域防災力の向上に資することを目的としている。

　事業実施により、地域と連携のもと緑区内において、地域防災体制の強化
を推進し、自主防災組織相互の情報交換を促進することで、地域防災力の
向上が図られている。

左記として判断した根拠

　事業目的を考えると、地域に密着した事業推進が必要不可欠である。国
や県事業では事業目的の達成が困難と思われる。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１７年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

０４８－７１２－１１２０責任者 問い合わせ先中村　保彦所管部署 緑区　区民生活部　総務課

区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区まちづくり事業支援事業（緑区自主防災組織連絡会補助）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03806001 － 002

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　市で自主防災組織連絡協議会が設立されてはいるが、本事業は災害発
生時はもちろん平時でも区内で自助・共助の精神を育むために区内各地区
の地域性を考慮した事業であるため、市事業との統合は不可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
　本事業は、住民組織による自主活動であり、市が行っている災害対策事業を補完するものとしても、また、地域住民による災害発生
時の初期応急活動の充実化を図っていくためにも、事業は継続していくが、アンケート結果を踏まえ、事業内容の見直しを検討してい
く。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３　見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

エ

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　各建設事務所が実施している災害応急対策事業との統合により、より迅速
的な対応ができるとともに事務の効率化を図ることができるため。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 　災害時の応急対策を、より迅速かつ効率的に実施するため、災害応急対策部局への移管を検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　これまで、災害発生に伴う応急処置として予算執行された実績が無い。

左記として判断した根拠

　当該事業が行われる際には、民間業者への全部委託にて行われることに
なる。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区内で災害が発生した場合の、応急対策に係る委託事業（土のう整備・道路修繕など）

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

区まちづくり推進事業

０４８－７１２－１１２０責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 03806001 － 003
災害応急対策事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令 災害対策基本法第６２条

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

災害発生時の応急対策は、市民の安全・安心を確保するために重要な事
業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

災害発生時の応急対策は、迅速かつきめ細やかな対応が必要とされるた
め。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

区民独自の組織である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
平成21年11月6日、市長からさいたま市市民活動推進委員会へ「本市における区民会議・コミュニティ会議のあり方」について諮問を行
い、平成２３年度から新体制で臨めるよう現在同委員会において協議中である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

委員自らが意識して無駄な経費をかけないように留意している。また、実施し
たイベント（緑区再発見講演会など）ではアンケートをとっているが、参加して
有益だったとの回答がたくさん得られている。

左記として判断した根拠

コンサルタントと契約をしている。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　コミュニティ会議の代表を含む区民が主体となって、緑区と区民との協働、緑区の特徴・特性を生かした魅力あるまちづくりを行うとと
もに、区政に広く区民の意見を反映させる。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

緑区まちづくり推進事業

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 03806001 － 004
区民会議運営事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

緑区と区民が魅力的なまちづくりを行う協働の最前線である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

緑区が実施しなければ、協働にならないため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市において、区民会議は運営されている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

4



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

住みやすく、魅力あるまちづくりのため、コミュニティ活動の活性化、各団体の
連携に寄与する。

左記として判断した根拠

保険料が発生した場合は、民間に委託する。

　事務改善

関東指定都市においても、活動支援事業を実施している。

　現在、個々に活動しているコミュニティ会議団体２４団体が、将来的に連携組織となった場合、会合等に参集する際に傷害保険に加
入し、その組織を安全に運営させる。

緑区と区民が魅力的なまちづくりを発展させるため。

左記として判断した根拠

地域コミュニティの活性化に市として支援するため。

5.その他（　　　地域住民との協働　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　平成１５年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦所管部署 緑区　区民生活部　総務課

緑区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

コミュニティ会議支援事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03806001 － 005

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

コミュニティ会議は区民独自の事業であるため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
地域コミュニティの活性化は様々な点で重要であり、安全に運営する必要があるが、費用の軽減を図ること等、更に工夫の余地について
検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

キ

平成１３年５月１日以後（　平成１６年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

規模を他区と同様にすることで、咲いたまつり実行委員会より補助金の交付
を受けている範囲内で実施可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 咲いたまつり実行委員会からの補助金の範囲内で実施する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

費用対効果を満たしているかは不明である。

左記として判断した根拠

咲いたまつりパフォーマンス事業の内容から鑑み、民間に委託するのはそぐ
わない。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　咲いたまつりにおける緑区のパフォーマンスは、他区より多数の参加者で行っているため、咲いたまつり実行委員会の補助金では補
えない部分を区予算で補助する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

緑区まちづくり推進事業

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 03806001 － 006
咲いたまつりパフォーマンス事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

区政施行当初より、区政推進と発展に寄与するとして、独自の規模で行って
きたが、今後は他区と同等の参加者で行うことが妥当である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

咲いたまつり自体は市でおこなう独自事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

緑区の特性を活かしたまちづくりの推進に費用対効果を満たしている。

左記として判断した根拠

民間に委託するのはそぐわないため。

　事務改善

　住みよい豊かな地域社会の形成に資するため、緑区の区域内に居住する住民のコミュニティの醸成と緑区のまちづくり推進を目的と
した事業を行う団体に対し、さいたま市緑区まちづくり推進事業補助金を交付する。

緑区と区民が魅力的なまちづくりを行うには必要な事業である。

左記として判断した根拠

国や県事業では、地域に密着した事業は不可能なため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１５年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦所管部署 緑区　区民生活部　総務課

緑区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区まちづくり事業支援事業
（緑区自主防災組織連絡会補助を除く）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03806001 － 007

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

地域に密着した独自の事業である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 様々な活動を通じたコミュニティの醸成は重要であるが、更に事業の効果を検証する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

7



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

全市版「市報さいたま」があるが、区版では地域に密着した情報を発信するこ
とで、区民が区内の情報を知ることができるため統合が不可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 地域に密着した情報は必要不可欠であるが、更に工夫の余地について検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

広報誌は区民が区政を知る情報として重要な発行物である。区民ニーズの
高いものであり、費用に見合った効果が出ている。

左記として判断した根拠

誌面レイアウトを委託している。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　市報さいたま裏面５頁に、緑区民を対象とした「市報さいたま緑区版」を毎月発行している。区内のイベント情報などを多く掲載し、区
民が緑区をより一層理解してもらうことを目的に発行している。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

緑区まちづくり推進事業

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 03806001 － 008
区広報紙事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

緑区のイベントなど地域に密着した情報を提供しているため、必要な事業で
ある。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

県においても県広報誌を発行しているが、県域の情報のため地域に密着した
情報を発信するためには必要である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市でも同様に事業を行っている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

8



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
区内の地理と史跡等を掲載した情報紙は、区の魅力を発信する最高の媒体であるが、更に既存の広報物を精査し工夫の余地について
検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

地域に密着した独自の事業である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03806001 － 009

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

緑区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区ガイドマップ事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１５年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

緑区の地理情報や文化資源情報を提供し、緑区の魅力を発信する。

左記として判断した根拠

国や県で実施する事業は広域なため、詳細な情報を表示できないため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

公共施設を始め、ＡＥＤや避難場所、文化財の紹介等の掲載によって、防災
マップやガイドブックの一面を兼ねており、地図面の見やすさを犠牲にしない
程度に、より多くの情報を掲載することで、費用対効果を満たしている。

左記として判断した根拠

印刷会社へ委託契約している。

　事務改善

関東指定都市でも同様に事業を行っている。

転入者へ１部配布することは、公平公正の観点から妥当であるが、それ以外の希望者に費
用負担を求めることで、歳入の確保が可能。ただし１０区統一的な対応かつ市作製の配布
物との価格設定のバランスが必要。また、価格設定による配布減少が区の魅力発信の側
面まで軽減する。

　転入された方や区へ来訪された方に地理を理解し、親しんでいただくとともに、区内の施設や史跡、文化財、見沼田んぼの四季を感
じられるお散歩コースを紹介し、緑区の魅力を伝えるために、地図を作製する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

地域に密着した独自の事業である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
防犯事業の推進は必要不可欠であるが、アンケートの実施等によって区民の望む防犯活動を把握することで、更に工夫の余地について
検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

実行委員会で作製された防犯安全マップは、区内小中学校に好評であるとと
もに、防犯展や講演会の参加者アンケートでは、区民から毎年の開催を希望
する回答を多く得ている。

左記として判断した根拠

補助金の交付事業は民間委託にそぐわないため。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　防犯マップの作製や防犯展、防犯講演会など緑区内の防犯に係わる連絡、調整、事業の企画を通して、防犯活動の推進を図って
いる緑区防犯推進実行委員会への補助金を交付する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

緑区まちづくり推進事業

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 03806001 － 010
防犯啓発事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

当実行委員会は、地域と連携のもと緑区内において、防犯活動の推進によ
り、明るく住みよい地域社会の実現を図っている。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

国や県事業では、地域に密着した事業は不可能なため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市でも同様に事業を行っている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市で設置した施設の維持・管理事業であり、他への移管は困難と思われる。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

各都市とも、同様の水準である。

有効性

根拠

交通安全や防犯を目的として、いまだに設置の要請が多い施設で、設置後
の維持・管理の必要性は不可避である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

交通安全施設維持管理業務（緑区まちづくり推進事業）

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 0386001 － 011
道路反射鏡・公衆街路灯修繕業務

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

自治会・区民からの要望や通報による依頼に基づき、道路反射鏡及び公衆街路灯の修繕・改良を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
交通安全・防犯施設として、現在も多くの設置要望がある事業であるが、新設分については、交換・修繕の必要の少ないタイプ（ＬＥＤな
ど）とするなど、将来的な維持管理費用の削減が期待できる。しかしながら、既設のものの破損・老朽化に対する交換修繕等、維持管理
の必要があり、廃止・縮小することは困難であるため、事業として継続する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

蛍光灯等の球切れ、ミラー方向調整など既設施設の最低限の機能維持であ
る。

左記として判断した根拠

作業自体は、民間委託済みである。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
東浦和駅および周辺利用者のための施設で、衛生的に２４時間利用可能な状態を維持する必要があるため、事業として継続するが、効
率的な管理体制について検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

故障等の連絡は、区民からではなく、委託業者からあるため、市内全域の同
様施設を、各区別ではなく、全体一括管理したほうが効率的である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 0386001 － 012

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

公衆便所維持管理業務（緑区まちづくり推進事業）

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

公衆便所維持管理業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

東浦和駅及び周辺利用者のための施設であり、２４時間誰でも利用可能な状
態を維持する必要はあるが、昼間や電車運行時間帯など、周辺店舗や駅構
内設置の便所等の利用も可能である。

左記として判断した根拠

東浦和駅構内のものと近接しており、廃止しても、鉄道利用者自体への影響
はないものと考えられる。ただし、駅構内便所が改札内に位置することと、電
車運行時間帯以外の利用者への配慮が必要である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ オ

駅前の公衆便所の標準的な機能維持･衛生管理コストであり、特別な費用負
担は生じていないが、施設の老朽化により、今後修繕等の費用の発生が予想
される。

左記として判断した根拠

巡回点検を含め、委託している。

　事務改善

駅前の公衆便所の標準的な機能維持･衛生管理コストであり、他市と同様の
水準である。

東浦和駅前の公衆便所の機能・衛生維持・管理を行う。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

有償で駆除作業を行う民間業者が多く存在する。事業を廃止した場合、これ
らの費用は市民の負担となるが、逆に自己負担化で、予防措置の啓発が期
待できる。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東エリアの政令指定都市では、補助制度（横浜市）や用具貸出（相模原
市）があるのみで、直接駆除作業を行う市はなく、本市はハチの種類や巣の
大小にかかわらず、すべてを駆除しており、特出したサービスとなっている。

有効性

根拠

スズメバチの有毒性から、駆除は必要であるものの、市の事業として行う必然
性は検討の余地がある。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

衛生害虫駆除業務（緑区まちづくり推進事業）

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 0386001 － 013
スズメバチ等駆除業務

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

区民からの通報に基づき、スズメバチ等の駆除を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
発生場所の管理者（法人・個人）の責において行われる色合いの強い事業であり、関東エリアの政令指定都市では実施している市はな
く、一部補助制度や用具貸出などへの移行を含め、廃止する方向で検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

事業の効用が発生場所の管理者に限られており、事業の存在を知らない市
民も多く、不均衡を生じている。

左記として判断した根拠

小さな巣の駆除は、浦和区くらし応援室の現業職員により行われているが、
大きなものについては、民間委託により処理している。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市民が民間業者へ委託した際の一部補助制度や用具貸出などの代替制度
が考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ア

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
交通法規の遵守やマナーの向上などの交通安全啓発活動を所轄警察署と協力して実施する必要があるため、事業は継続するが、窓
口・街頭配布用のノベルティグッズやパンフレット等の集約化を費用対効果の観点から進めてゆく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

各区くらし応援室は所轄の警察署と共同で、同様な事業を行っている。各区
エリア・所轄警察署管内ごとの実施となるため、集約は難しい。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 0386001 － 014

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

交通安全啓発業務（緑区まちづくり推進事業）

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

交通安全啓発業務

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

交通安全運動期間の啓発活動として、所轄警察署と共同で行うものである。
本来の目的のほか、同活動に市の積極的な参画を市民に対しアピールする
機会でもあり、警察との協力関係の確立も事業実施の背景にある。

左記として判断した根拠

警察署・交通安全協会の主導で行う事業であるが、広義で市民全体が関係
する内容であるため、市の関与は不可欠であると考えられる。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ オ

ノベルティグッズやパンフレットが直接、交通安全に作用するものではない
が、街頭PRなどの際に配布することにより、製作単価に見合う啓発効果は期
待できる。

左記として判断した根拠

　事務改善

他都市も同様の水準であると思われる。

区民等に交通安全を啓発するためのパンフレット・用品及び交通安全運動期間中等に使用する資材を制作する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市が管理する道路等のため

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

区役所で実施している都市はない。

有効性

根拠

道路等に関する要望、苦情を受けるため

5.その他（　一部直営　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 緑区　区民生活部　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

土木緊急修繕業務（緑区まちづくり推進事業）

048-712-1120責任者 問い合わせ先中村　保彦

コード 0386001 － 015
道路等緊急修繕業務

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

道路等緊急修繕：道路等に関する区民からの要望や通報、苦情並びに他課、警察等からの依頼について、建設事務所（道路、下水
道、河川）と連携し、小規模、緊急性の高い案件を対応している。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
区民からの要望や通報、苦情並びに他課からの依頼について、建設事務所と連携し、緊急的に、また、より迅速に対応するために継続
する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

同じ現場を他部署（建設事務所）も確認することがある。

左記として判断した根拠

直営作業は、道路の小規模な穴埋めの軽作業のため。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

同じ現場を他部署（建設事務所）も確認することがある。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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